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日 時  2019年フ 潟 ml回 (本)13[鶴翻鑢 量6[③0

会場 宝壌市立申央公民館 2黎学爾室
(宝塚市役所の向しヽ倶1)

13:39-14:50

市民向け勉強会
『成年後見制度と、その新たな担い手卜市民後見人」』

講師 :(公社)成年後見センターロリ…ガルサポ…卜兵庫支部会員

司法書士寺田 康子氏

15:10-16[00
『橿祉露司法目行政・麗療の撃問家から、権利攘餞を学ぶ』

権摯1擁護支援者 養成講座 事前説明会
※詳細については、裏面をご覧ください。

攀込 0お問含鸞

宝塚市高齢者 。障が群警権利擁護支援髯ンター

TEL ③797-26… 6828 「 AX 0797… 83蝉 2766
〒665口0825 宝塚市安倉西2丁目1日1 宝塚市総合福祉センタT2階

※ 当センターは、宝塚市からの委託を受けて運営しています。



宝塚市にお住まいのみなさんが、住みなれた地域で安心して生活できるように
″
権利擁護

″
の理解者、活動者

を増やすことを目的とした講座 (座学と実習)を開講します。なにか自分にできることはないか、社会に貢献

できることはないかと思われている方は、受講してみませんか。

開講に先立ちまして、事前説明会を開催いたしますので、ぜひお気軽にご参カロください。

繭座財職 OM座軋書 0量艤要件 《庭墨 暑3● 亀》

日  程 時  間 内 容 受 講 要 件

91月|■1欄 |て木丼 10:00

S

16100

(休憩を

含む)

・福祉と権Xlj擁護の基礎知識

・行政施策

(保険制度′福祉施策 )

。高齢者・障がい者理解

・成年後見制度・対人援助技術

など

講師 :宝塚市職員、

医療・福祉・司法専門職、

学識者 など

以下の 3つの条件すべてに該当する方

① 宝塚市内在住の方で、原則事前説明会を含

むすべての講座 。実習に参加可能であるこ

と

② 講座修了後に、宝塚市内で権利擁護支援者

として活動できること

③ 1949年 7月 12日以降に出生

(2019年 7月 11日時点で 69歳以下 )
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高齢、知的・精神障がい分野の

施設へ実習

*実習の日程は、実習先と相談のうえ個別に調整する予定。

M講場所 畳堂鞭覇立場央塗震館 2o4学習室
宝塚市末広町 3番 53号

TEL:0797-73-6600(′は海長)

宝塚市役所の向い狽」

<受講堂ゆ声>

Rさん (60歳/女性)

私:串:暑毒再諄含警の1中間|みり,奪1開瀬1=.:L/て 1い1う時‐1二‐、こ|の議魔の案内
を:甲|:|こ :L/事 lt/た,かな‐り1挙い事|レ峰が、攣講‐it/ま―レた。
諄肇:1事.獨奪孝準1爾|「準|?:■ |ギ洒曜1奪李‐4てい.う無:筆事かol挙講奪
燿:?‐雄り,1寒翠■7.ィ 1畢‐7‐7.ッ

ー
プ研修:もあ―り:卜 大変衛恵義|な時間:を持

7月 4日 (木)までにFAXまたは電話にてお申込みください

く参撥爾暉警込書≫ ざAX 0フ 9ヲ …35… 盟マ曝曝

フ リガ ナ

お名前 第 2部の参加を希望される方は、

必ず第 1部にもご参力口ください。

電話番号

受付完了の通知は致しませんので、当日直接説明会にお越しください。


